
小・中学校保護者の皆様

　　　１．予定給食回数

39回 39回

146回 146回

※　各学校の行事等により、予定回数は多少異なります。

　　　２．１週間当たりのパンとごはんの回数

令和８年度については口座振替を実施しませんので、個別に口座振替実施日及び給食費の額の通知は

行わない予定です。

※生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている方については、従前どおりで変更はありません。

　　　４．給食を停止される場合

病気や月の途中で転出する等の理由により給食を停止される場合は、休日を除く３日前の午前中までに

学校を通じて学校給食センターまでご連絡ください。

　　　５．牛乳アレルギー等で牛乳やパンを停止される場合

学校を通じて学校給食センターまでご連絡ください。

　　　６．その他

令和8年４月

令和８年度の給食は、下記のとおり予定しておりますのでご協力お願いいたします。

令和８年度学校給食実施計画

中学校 小学校

パン

ごはん

パン１回、ごはん４回です。　　　　　　　 　　　　　　　　　

　　　３．給食費について

■小学校・・・国が実施する小学校給食費の抜本的な負担軽減制度に市の食材費補助を加え、無償と

なります。

■中学校・・・国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に市の食材費補助を加え、無償となり

ます。

転出及び転校されることが決まった場合はすみやかに学校を通じて学校給食センターまでご連絡くださ

い。

計185回 計185回


